
期間 展示名 担当課

４月３日
～

４月７日

「消費者の部屋」へよ
うこそ！～最近の展
示の取組紹介～

消費・安全局
消費者行政・食育課

４月１０日
～

４月１４日

４月１７日
～

４月２１日

本の森へ出かけよう
～図書館へようこそ
～

林野庁
林政部
企画課
林野図書資料館

４月２４日
～

４月２８日

５月１日
～

５月２日

５月８日
～

５月１２日

農林水産省Webマガ
ジン「ａｆｆ」の紹介

大臣官房
広報評価課
広報室

５月１５日
～

５月１９日

 「原料原産地表示制
度」､ 「米トレーサビリ
ティ制度」の紹介

消費・安全局
消費者行政・食育課

５月２２日
～

５月２６日

５月２９日
～

６月２日

荒川 弘〈百姓貴族〉
×TOKYO NODAI×
農林水産省

消費・安全局
消費者行政・食育課、
畜産局
牛乳乳製品課

６月５日
～

６月９日

６月１２日
～

６月１６日

(仮題)地方参事官室
の取組

大臣官房
地方課

６月１９日
～

６月２３日

(仮題)食の安全と消
費者の信頼確保を科
学の力で！

独立行政法人
農林水産消費安全技
術センター

６月２６日
～

６月３０日

　　（１）入場無料です。

　　（２）展示は、期間中の月曜日から金曜日まで行っています。ただし、祝祭日、年末年始は休館です。

　　（３）開室時間は、１０時から１７時までです。ただし、展示初日は１２時から１７時、展示最終日は１０時から１３時です。
　　 
　　　 詳しくは、消費者の部屋にお問い合わせください。 ＴＥＬ：０３－３５９１－６５２９

     「消費者の部屋」は、農林水産省が消費者の皆さまとコミュニケーションを深めるために、農林水産行政や食生活などについて
  の情報提供を行っています。これからもよりよい消費者行政を目指して参りますので、どうぞお気軽にご利用ください。

【連絡先】
　　　　　　住所 ： 〒１００－８９５０　東京都千代田区霞が関１－２－１
　　　　　　電話 ： ０３－３５９１－６５２９ （一般相談）
   　　　　　  　　 ０３－５５１２－１１１５ （子ども相談）
　　　　　　ホームページ ： http://www.maff.go.jp/j/heya/
　　　　　　開室時間 ： 月～金曜日の１０時～１７時（祝日・年末年始を除く。）
　　　　　　（ただし、展示の初日は１２時から、最終日は１３時まで）　

　※この展示スケジュールは、予告なく追加・変更されることがあります。

令和５年３月２４日現在

令和５年　４月～６月の展示スケジュール

森林・林業・木材産業について理解を深めていただくため、林業や木の文化を紹介する漫画やイラスト
のパネル展示、冊子の配布を行います。
＜伐って、使って、植えて、育てる＞森林の循環利用の仕組みとSDGｓとの関係についてご紹介するほ
か、林野行政・施策部門における専門図書館である林野庁図書館が所蔵する図書資料の一部をご紹
介します。

展　示　内　容

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上

農林水産省「消費者の部屋」では、北別館１階展示室において消費者の皆様にお役に立つような農林
水産行政や食生活などの情報を発信しています。今回、令和４年１月～１２月において省内各課室や
関係団体などが主催した展示について、その概要を一挙にご紹介いたします。

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上

 この間は休館します。

６月は「食育月間」＆「牛乳月間」です。
マンガ家になる前に北海道で実家の酪農・畑作業に従事していた荒川弘先生の農家エッセイ・コミック
『百姓貴族』（新書館）と、東京農業大学とのコラボ企画です。パワフルエピソード満載のマンガと、東京
農業大学教員の解説による「捨てられる作物」「牛の話」「うんこは宝！」など、各コーナーを設置し、持
続可能な農業や環境、いのち・・・について紹介します。
ぜひ、「百姓貴族」に会いにきてください！

農林水産省では、農政を伝え、現場の声を汲み上げ、ともに解決する地方参事官室を全国の都道府県
域拠点に配置しています。今日も現場の課題解決のために駆け巡る地方参事官室の活動を分かりや
すく紹介します。今回の展示では、地方参事官室を一般の方々に身近に感じていただけるよう、地方参
事官室が地域とともに問題を解決した事例や地域の先進的な優良事例などについて、サンプル等を交
えてご紹介する予定です。

FAMIC（独立行政法人 農林水産消費安全技術センター）は、科学的手法による検査・分析により食の
安全と消費者の信頼確保に技術で貢献することを目的としています。今回は、その多種多様な業務に
ついて紹介する予定です。

「ａｆｆ（あふ）」は、消費者の皆さん、農林水産業関係者、そして農林水産省を結ぶWebマガジンです。施
策の現場のリポートやインタビューのほか、暮らしに役立つ情報も満載し、農林水産業における先駆的
な取組や、農山漁村の魅力、食卓や消費の現状などをビジュアルで分かりやすくお伝えしています。今
回、その魅力と読者の皆様の関心が高かったトピックを紹介いたします。

国内で製造された全ての加工食品を対象に、重量割合上位１位の原材料の産地の表示を義務付ける
「原料原産地表示制度」について、表示の見方や表示例などを紹介します。
また、米や米製品に食品事故などの問題が発生した場合に流通ルートを速やかに特定するため、米穀
等の取引等の記録を作成・保存すること、及び産地情報を取引先や一般消費者に伝達することを義務
づける「米トレーサビリティ法」の仕組みなどについて紹介します。

同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上

農林水産省「消費者の部屋」


